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２  潰瘍性大腸炎（UC）の再燃による入院後、一時的な配

置転換を行いながら、治療と仕事の両立を目指す事例 

 

B さん 
治療の状況 企業の状況 

病名 治療状況 企業規模 職種等 産業医等 

３０歳代 

男性 
潰瘍性大腸炎 薬物療法 中小企業 

正社員 

（出版業、記者） 

嘱託産業医 

１名 

  

（１）事例の概要 

ア 基本情報 

B さんは従業員数が 150 名ほどの出版会社に勤務する 30 歳代男性である。月刊誌の

記者として働いており、中堅社員として上司・後輩から頼りにされる存在である。B さん

は今の職場や仕事を気に入っており、定年まで働きたいと考えている。 

B さんは裁量労働制が適用されていること、取材のため宿泊を伴う出張などの外出が多

いことから、不規則な勤務になりやすい。さらに、締め切り間際には深夜まで残業するこ

とも多い。外勤時は車での移動が中心である。 

B さんが勤務する事業場は嘱託産業医を１名選任しており、月１回職場に来訪する。 

 

イ 両立支援を行うに至った経緯 

B さんは入社後、20 歳代の頃に潰瘍性大腸炎を発症した。B さん自身の希望により、

上司や職場の同僚には病気のことは知らせておらず、産業医と定期的に面談等をしなが

ら、病気とうまく付き合い、仕事に勤しんできた。 

中堅社員として任される仕事が増え、業務繁忙が続くようになった頃、ストレスを感じ

る日が増えてきたが、B さんは職場に病気を隠しているため、なかなか相談できずにいた。

通院が途切れがちになり、内服薬が途切れることも出てくるようになった。 

ある日、激しい下血が生じ、病院を受診したところ、主治医から治療のためしばらく入

院が必要であると言われた。そこで B さんは上司に病気であること、入院が必要で、退

院後の療養も含めて１か月から数か月休む可能性があることを伝えた。あわせて、体調が

落ち着いたら元の仕事に復帰して続けたいことも伝え、治療と仕事の両立について相談

した。相談を受けた上司は、入院中、必要な連絡や手続きがあれば上司が窓口となること

をＢさんに伝え、退院して生活や体調が落ち着いた頃に、職場復帰に向けた調整を行うこ

ととした。 
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入院後、無事退院したＢさんであるが、退院後は下痢や下血の回数が減少したものの、

時に急激な便意を催すことがあり、直ちに以前のペースで記者の仕事をすることは難し

いと感じた。療養中の B さんから退院後の仕事について相談の連絡を受けた上司は、人

事・産業医にも相談しながら、両立のために必要な検討を行うこととした。 

 

（２）様式例の記載例-初回プランの作成 

ア 勤務情報提供書 【労働者・事業者において作成】 

Ｂさん、上司、人事、産業医で復帰後の仕事について話し合った結果、Ｂさん自身が「直

ちに以前のペースで記者の仕事をすることは難しい」と感じていることも踏まえ、元の仕

事が可能かどうか、職場でどのような配慮が必要か等について、勤務情報提供書を通じて

主治医の意見を求めることとした。 

 

イ 主治医意見書 【医師において作成】 

主治医は、勤務情報提供書に記載されている内容を踏まえ、Ｂさんに仕事の内容や不安

に思っていることについて確認した上で、勤務情報提供書に記載されている質問内容を

中心に、主治医意見書を作成した。 

突然の下痢等の消化器症状がみられるため、外勤の多い記者の仕事にすぐに復帰する

ことは難しいと判断されたが、症状が落ち着けば記者の仕事に復帰できることも明記し

た。消化器症状に関して、通勤ラッシュを避けること、内勤の場合の座席配置等、配慮が

望ましい事項について記載した。また、仕事による症状の悪化を防ぐため、Ｂさんと話し

合いながら、症状が悪化する要因を確認し、明記した。なお、Ｂさん自身は職場への病気

の開示を望んでいないため、その旨も記載した。 

 

ウ 職場復帰支援プラン 【事業者において作成】 

主治医意見書を踏まえ、再度Ｂさん、上司、人事、産業医とで話し合った結果、主治医

の意見を勘案し、一時的に内勤に配置転換することにした。復帰当初は短時間勤務から始

め、徐々に業務量・内容を拡大することとした。通勤ラッシュを避けるため、フレックス

勤務を行うとともに、トイレに行きやすいよう、座席も変更することとした。病気のこと

は人事、産業医、上司限りとする旨を改めて確認した。 
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事例２（難病）：【初回】勤務情報を主治医に提供する際の様式例（勤務情報提供書）の記載例 

 

    

   

・通院や体調管理のために利用可能な有給休暇に関す

る情報を記載 

・必要に応じて有給休暇の新規付与のタイミングや付

与日数、単位（１日、半日、時間単位）等を記載 

・労働者本人と話し合い、事業者や労働者が悩んでい

ること、主治医に相談したいこと等、特に主治医の

意見がほしい点に具体的について明記 

・一時的な配置転換など、対応可能な選択肢があれば

記載 

医療機関が確認する際のポイント 

・治療と仕事の両立のために利用可能な社内の制度を

明記（時間単位有給休暇、傷病休暇・病気休暇、時

差出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務（テレワー

ク）、試し出勤制度など） 

 

・産業医が選任されているかどうか、職場での健康管

理などの支援が可能な体制があるかどうかを確認 

・特に意見を求められている点について確認 

・就業内容が過度に制限されないように配慮した上

で、病状悪化の再発防止のために、職場において

必要と考えられる配慮や注意事項を検討 

・労働者の意向も確認しながら、どのような仕事で

あれば可能か検討 

・通院のスケジュールを勘案して、有給休暇の利用で

対応可能かどうか、労働者と確認 

労働者・事業者が作成する際のポイント 

・どのような作業内容や作業負荷の仕事に従事する予

定であるのかを確認 

・電車での通勤や車での移動があること、不規則な勤

務であることなど、症状による影響がある、もしく

は症状に影響を与える可能性がある仕事の特徴を確

認 

・署名漏れがないか確認 

・記載内容を踏まえながら、労働者にその他要望や不

安の有無等について確認 
・労働者本人が記載事項に齟齬がないかを事業者に確

認したうえで署名 

・主治医からの問い合わせに対応できるよう、担当

者、連絡先を明記 

・現在の業務内容が継続可能かどうか確認するため

に、具体的に仕事の内容を記載 

・職場復帰の可否について主治医意見を確認するにあ

たり、電車での通勤や車での移動があること、不規

則な勤務であることなど、仕事の特徴を記載 

・情報の提供・活用目的の明記が必要 
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事例２（難病）：【初回】職場復帰の可否等について主治医の意見を求める際の様式例（主治医意見書）の記載例 

 

 

 

  

  

・措置期間後は必要に応じてプランの見直しや主治医

の意見の確認を行うことを想定 

・措置期間は、症状や治療経過を踏まえ、上記の就業上の措

置や配慮事項が有効であると考えられる期間を記載 

・措置期間は、事業者にとって、次に主治医に意見を求める

時期の目安になる 

・産業医等以外の非医療職も閲覧することが想定されるた

め、可能な限り専門用語を避け、平易な言葉で記載 

・勤務情報提供書に記載されていた働き方について、現在の

労働者の状況や治療の予定を踏まえ、就業継続が可能かど

うか意見を記載 

・段階的に職場復帰する必要性がある場合、その旨を記載 

・ガイドラインで示された情報の取扱いに則り情報を

取り扱う 

・勤務情報提供書「その他特記事項」に記載されていた質問

事項に対する回答を記載 

・配慮や就業上の措置を記載する際は、対応が必須のものか、

望ましいものであるかが識別できるように記載 

・業務内容や作業環境について、配慮が必要な事項を具体的に

記載 

・労働者本人にも確認しながら、症状が悪化する要因やその対

応方法を具体的に記載 

・症状について記載する際は、症状は変動する、具体的な症状

を労働者本人によく確認する、といった注意点も記載 

・一時的に業務内容や働き方を変更する場合、元の仕事に戻る

ことが可能となる目安を記載 

・通院などのために職場での配慮が長期にわたり必要と想定さ

れる場合には、今後の治療方針について、通院頻度等を含め

て記載 

医療機関が作成する際のポイント 事業者が確認する際のポイント 

・主治医への質問事項に対する回答を確認 

・記載事項のうち、対応必須のものかどうかを確認 

・一時的に業務内容や働き方、通勤時間を変更する

必要がある場合は、対応を検討 

・再度主治医の意見を求める必要がある場合、その

時期の目安等を確認 

・症状が悪化する要因について記載がある場合、対

応を検討 

・同僚等への説明は労働者本人の意向を十分に踏ま

えて対応を検討 

・業務内容や働き方を変える場合など、再度主治医

の意見を求めることが望ましい場合がある点に留

意 

・労働者本人が主治医意見書の内容を理解・把握できるよ

う、労働者に対して内容をきちんと説明することが重要 

・主治医意見書の内容について、労働者本人の理解・

同意が得られていることを、署名欄を活用するなど

して確認 

・勤務情報提供書に記載した働き方によって就業継続

が可能かどうか、主治医の意見を確認 
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事例２（難病）：【初回】職場復帰支援プランの記載例 

 

 

 

    

 

  

・通勤や、座席配置などの作業環境に関して必要な配

慮事項を記載 

・労働者本人や上司等が気を付けるべき事項があれば

記載 

・関係者による協議・確認を終えた内容であることが

分かるよう、署名 

・就業上の措置として、配慮すべき内容と期間を設定 

・症状が悪化する要因となりうる過度の残業にならな

いように留意したうえで、一時的に配置転換を行

い、段階的に業務量や内容を拡大し、３か月目にフ

ルタイム勤務にすることを当面の目標として設定 

・通院への配慮のため、通院頻度や配慮事項を記載 

・主治医の意見を勘案し、労働者本人との話合いも踏

まえ、職場復帰支援プランを作成 

・治療の予定や症状の見通しなど、就業上の措置や配

慮を行うために必要な情報を整理 

事業者が作成する際のポイント 

・プランの見直しや面談の実施時期を記載 

・同僚等への病気の開示について、労働者本人の意向

を踏まえて方針を明記 
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（３）様式例の記載例-プランの見直し 

ア 勤務情報提供書 【労働者・事業者において作成】 

内勤での職場復帰から１年ほどが経過し、安定して仕事を続けることができるように

なった頃、Ｂさんから、記者の仕事へ復帰することについて、上司に相談があった。そこ

で、Ｂさん、上司、人事、産業医とで話し合い、記者として復帰した後の働き方について

検討することとした。その結果、記者として復帰するにあたって必要な配慮事項や再燃の

可能性について主治医に意見を求めることとした。 

 

イ 主治医意見書 【医師において作成】 

主治医は、勤務情報提供書に記載されている内容を踏まえ、Ｂさんに仕事の内容や不安

に思っていることについて確認した上で、勤務情報提供書に記載されている質問内容を

中心に、主治医意見書を作成した。 

通院が引き続き必要であるため、通院への配慮について記載した。また、不規則な勤務

が多くなることが想定されたため、過度なストレスを避けること等について記載した。急

な体調不良も否定できないことから、Ｂさんの意向を確認した上で、社内のバックアップ

体制が確保できるよう、同僚等への理解・協力を得ることを勧めることとした。 

 

ウ 両立支援プラン 【事業者において作成】 

主治医意見書を踏まえ、再度Ｂさん、上司、人事、産業医とで話し合った結果、主治医

の意見を勘案し、記者として復帰することとした。裁量労働制の適用となるため、厳密な

労働時間の管理は難しいが、代わりに面談をこまめに行うことで、問題の早期発見につな

げることとした。また、Ｂさんの同意のもと、職場内で協力が得られるよう、関係する同

僚に限り、病気のことや必要な配慮等について説明することとした。 

 

（４）その他留意事項 

 潰瘍性大腸炎は症状が落ち着いた状態でも、疲労やストレスの蓄積などを理由として

症状が悪化（再燃）する場合がある。そのため、疲労やストレスの蓄積の原因となる、仕

事に関する要因の改善や配慮に努めることも、治療と仕事の両立支援となる。 

 不規則な勤務は症状を悪化させる可能性がある。勤務時間が不規則になる業態の場合、

可能な限り規則正しい生活になるよう、仕事の編成を工夫するなどの支援も重要である。 
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事例２（難病）：【見直し】勤務情報を主治医に提供する際の様式例（勤務情報提供書）の記載例 

 

    

 

   

・通院や体調管理のために利用可能な有給休暇に関す

る情報を記載 

・必要に応じて有給休暇の新規付与のタイミングや付

与日数、単位（１日、半日、時間単位）等を記載 

・労働者本人と話し合い、事業者や労働者が悩んでい

ること、主治医に相談したいこと等、特に主治医の

意見がほしい点について具体的に明記 

医療機関が確認する際のポイント 

・治療と仕事の両立のために利用可能な社内の制度を

明記（時間単位有給休暇、傷病休暇・病気休暇、時

差出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務（テレワー

ク）、試し出勤制度など） 

 

・産業医が選任されているかどうか、職場での健康管

理などの支援が可能な体制があるかどうかを確認 

・特に意見を求められている点について確認 

・就業内容が過度に制限されないように配慮した上

で、病状悪化の再発防止のために、職場において

必要と考えられる配慮や注意事項を検討 

・病気に対する理解等、職場における配慮等のため

に必要な点を検討 

・通院のスケジュールを勘案して、有給休暇の利用で

対応可能かどうか、労働者と確認 

労働者・事業者が作成する際のポイント 

・どのような作業内容や作業負荷の仕事に従事する予

定であるのかを確認 

・不規則な勤務になる可能性があることや、厳密な定

時勤務が難しくなることなど、仕事の特徴を確認 

・署名漏れがないか確認 

・記載内容を踏まえながら、労働者にその他要望や不

安の有無等について確認 

・労働者本人が記載事項に齟齬がないかを事業者に確

認したうえで署名 

・主治医からの問い合わせに対応できるよう、担当

者、連絡先を明記 

・両立支援プランの見直しにあたり、元の仕事に復帰

可能かどうか確認するために、具体的に仕事の内容

を記載 

・職場復帰の可否について主治医意見を確認するにあ

たり、不規則な勤務になる可能性があることなど、

仕事の特徴を記載 

・情報の提供・活用目的の明記が必要 
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事例２（難病）：【見直し】治療の状況や就業継続の可否等について主治医の意見を求める際の様式例（主治医意見書）の記載例 

 

 

 

  

  

・措置期間後は必要に応じてプランの見直しや主治医

の意見の確認を行うことを想定 

・措置期間は、症状や治療経過を踏まえ、上記の就業上の措

置や配慮事項が有効であると考えられる期間を記載 

・措置期間は、事業者にとって、次に主治医に意見を求める

時期の目安になる 

・産業医等以外の非医療職も閲覧することが想定されるた

め、可能な限り専門用語を避け、平易な言葉で記載 

・ガイドラインで示された情報の取扱いに則り情報を

取り扱う 

・両立支援が必要な期間や支援内容の参考とするた

め、症状の見通しや現段階で想定されている治療の

予定等を確認 

・勤務情報提供書「その他特記事項」に記載されていた質問

事項に対する回答を記載 

・配慮や就業上の措置を記載する際は、対応が必須のものか、

望ましいものであるかが識別できるように記載 

・業務内容や作業環境について、配慮が必要な事項を具体的に

記載 

・再燃のきっかけとなる要因があれば、労働者本人に確認しな

がら具体的に記載し、必要な配慮等に関する意見を記載 

・急な体調不良時のバックアップ体制や継続的な体調の確認な

ど、職場における必要な取組を記載 

  ・通院などのために職場での配慮が長期にわたり必要と想定さ

れる場合には、今後の治療方針について、通院頻度等を含め

て記載 

医療機関が作成する際のポイント 事業者が確認する際のポイント 

・主治医への質問事項に対する回答を確認 

・記載事項のうち、対応必須のものかどうかを確認 

・再燃のきっかけとなりやすい要因について確認 

・急な体調不良時のバックアップ体制など、職場の

同僚等の理解・協力が必要な場合には、労働者本

人の同意を得て、必要な範囲で情報を共有し、対

応を検討 

・症状が再燃した場合などは、望ましい就業上の措

置等が変わる場合もある点に留意 

・労働者本人が主治医意見書の内容を理解・把握できるよ

う、労働者に対して内容をきちんと説明することが重要 

・主治医意見書の内容について、労働者本人の理解・

同意が得られていることを、署名欄を活用するなど

して確認 

・通院への配慮が得られるよう、通院頻度を具体的に記載 

・入院の可能性がある場合は、その旨を明記 

・勤務情報提供書に記載されていた働き方について、現在の

労働者の状況や治療の予定を踏まえ、就業継続が可能かど

うか意見を記載 

 

・勤務情報提供書に記載した働き方によって就業継続

が可能かどうか、主治医の意見を確認 
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事例２（難病）：【見直し】両立支援プランの記載例 

 

 

 

    

 

  

・プランの見直しや面談の実施時期を記載 

・厳密な労働時間の管理が難しい場合には、こまめに

面談を行うことで問題がないか確認する等の取組を

検討し、記載 

・症状等に応じて一時的に業務内容を変更する可能性

がある場合には、関係者で当該方針を共有し、記載 

・労働者本人や上司等が気を付けるべき事項があれば

記載 

・上司・同僚等による協力が得られるよう、症状や必

要な配慮等に関する説明を行う場合は、労働者本人

の同意を得て説明を行う旨を明記 

・関係者による協議・確認を終えた内容であることが

分かるよう、署名 

・就業上の措置として、配慮すべき内容と期間を設定 

・時間外労働制限などを行う可能性がある場合、適用

条件等を記載 

・通院頻度も参考情報として明記 

・主治医の意見を勘案し、労働者本人との話合いも踏

まえ、両立支援プランを作成 

・治療の予定や症状の見通しなど、就業上の措置や配

慮を行うために必要な情報を整理 

事業者が作成する際のポイント 

・労働者に確認しながら、再燃のきっかけとなる要因

に関する配慮事項を具体的に記載 

・継続的な受診を支援するため、定期的に上司が通院

状況を確認する旨を記載 
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